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　今年の４月から９月までに、国からの補助金や市税などの市に入ったお金（歳入）と、保育園の運営経
費や道路建設などに支払った金額（歳出）がどのくらいあったのか、上半期の市の財政事情をお知らせし
ます。

■特別会計の執行状況
会計名 予算額 収入済額 支出済額

土地取得 6億7,423万円 3億8,894万円 3億2,626万円
情報通信事業 2億9,430万円 6,561万円 7,907万円
国民健康保険 55億1,630万円 21億4,288万円 22億6,953万円
後期高齢者医療 9億5,700万円 3億3,361万円 3億6,208万円
介護保険 88億3,200万円 42億3,903万円 34億3,352万円
※�特別会計とは、特定の事業を行う場合に、その事業で得られる収入
を主な財源として、事業に係る経費を支出するため、一般会計とは
別に収支を管理する会計のことです。市では、令和７年度は５つの
特別会計を設置して経理を行っています

■市税の状況
税　目 予算額 収入済額

市民税 23億8,721万円 11億8,625万円

固定資産税 33億4,704万円 21億 428万円

軽自動車税 2億5,174万円 2億4,455万円

市たばこ税 4億 781万円 1億6,517万円

入湯税 4,400万円 2,282万円

都市計画税 0万円 1万円

合計 64億3,780万円 37億2,308万円

■一般会計の執行状況（上段：予算額、下段：執行額）

■上水道事業会計の執行状況
名称 予算額 執行額

収益的収入 11億9,250万円 4億6,579万円
収益的支出 11億8,260万円 1億9,542万円
資本的収入 8億9,248万円 8,121万円
資本的支出 14億2,993万円 3億3,023万円

■簡易水道事業会計の執行状況
名称 予算額 執行額

収益的収入 3億3,910万円 2億2,757万円
収益的支出 3億3,910万円 6,540万円
資本的収入 3億6,342万円 3,170万円
資本的支出 5億 553万円 8,608万円

■下水道事業会計の執行状況
名称 予算額 執行額

収益的収入 38億8,434万円 20億7,335万円
収益的支出 38億8,484万円 6億 163万円
資本的収入 39億8,959万円 9億 128万円
資本的支出 53億8,916万円 17億4,807万円
※�上水道・簡易水道・下水道事業会計は、公営企
業法に基づく会計基準を用いているため、一般
会計などと予算計上の方法が異なります
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予算額　　421億 9,960 万円
収入済額　202億 6,580 万円
執行率　　48.0%

予算額　　421億 9,960 万円
支出済額　171億 4,580 万円
執行率　　40.6%

歳入 歳出

　歳入の市債、県支出金の収入額が少ないのは、収入が対象事業終了後になるためであり、対象事業の大半が下半
期に終了を予定しているからです。９月時点で歳出に比べ歳入が不足している会計は、会計間でやりくりをして、
借り入れに頼らない運営を行っています。

令和７年度
上半期（４月～９月)の予算執行状況
問財政課財務管理室（☎75−8922）問市民課生活人権室（☎53−3363）
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■人権週間とは
　国際連合は、昭和25年12月４日の第５回総会で「世界人権宣言」が採択された12月10日を「人権デー」
と定めました。日本でも昭和24年以降、毎年12月４日から10日までを「人権週間」として、人権を大切
にする取り組みなどを全国で行っています。
　お互いを思いやり、尊重する気持ちを改めて考える１週間にしてみませんか。

■人権擁護委員の活動を紹介します
　市には法務大臣の委嘱を受け活動
している人権擁護委員が20人おり、
地域の皆さんからの人権相談や問題
解決のお手伝い、人権についての啓
発活動を行っています。

■人権つうしん～ さまざまな人権問題 ～
　いじめや虐待、性被害など子どもへの人権問題、性的マ
イノリティなどへの不当な差別や偏見、部落差別（同和問題）
といった多様な人権問題が依然として存在しています。
　最近では、インターネットを介した人権侵害が深刻化しているほか、旧優生保護法をめぐる問題を含め
た障がいのある人の人権問題が関心を集めるなど、人権教育や人権啓発に関する施策が果たすべき役割は
ますます大きくなっています。
　問題の解決には、一人一人が人権問題を自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととして捉え、
互いの人権を尊重し合うことの大切さの認識を深めることが不可欠です。

診療科目　内科・小児科
場　　所　村上市岩船郡医師会館内（若葉町10番７号）
時　　間　月～金曜日　　午後６時30分～９時15分（診療　午後７時～）
　　　　　日曜日・祝日　午前９時～	11時30分（診療　午前９時30分～）
　　　　　　　　　　　　午後１時～	３時30分（診療　午後１時30分～）
　　　　　※休診日　12月30日㈫・31日㈬
そ の 他　・混雑により、お待ちいただく場合があります
　　　　　・車で来る際は、必ず駐車場に駐車して、エンジンを停止してください
　　　　　※冬期間、満車の場合は、臨時駐車場（村上第一中学校駐車場）を利用してください　

人権啓発映画上映会
【上映作品】さとにきたらええやん
【と　　き】令和８年１月17日㈯
　　　　　　①午前10時～正午
　　　　　　②午後１時30分～３時30分
　　　　　　※上映時間の30分前から入場できます
【と こ ろ】教育情報センター
【定　　員】各回100人（先着順）
【そ の 他】入場無料、申込不要です

具合が悪くなった時はこちらの電話でも相談できます
小児救急医療電話相談（15歳未満）　＃8000または☎025−288−2525
救急医療電話相談（15歳以上）　　　＃7119または☎025−284−7119
相談時間　月〜土曜日　　午後６時〜翌日 午前８時
　　　　　日曜日・祝日　午前８時〜翌日 午前８時
※12月27日㈯から令和８年１月４日㈰は24時間利用できます

「誰か」のことじゃない
12月４日から10日は「第77回 人権週間」

問村上市急患診療所（☎75−8007）

村上市急患診療所を受診される皆さんへ
発熱時は、受診前の電話連絡をお願いします


